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殉職隊員に係る損害賠償の実施について

標記について、下記のとおり定めたので通達する。

記

１ 自衛隊の隊員が公務遂行に当たり殉職した場合において、当該殉職につき国家賠償

法（昭和２２年法律第１２５号 、民法（明治２９年法律第８９号）第３編第５章、）

自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）その他不法行為について定める法

律の規定による責任が国にあるときは、訴訟によることなく損害賠償を実施すること

ができるものとする。

２ 前項の損害賠償の実施に当たっては次の各号に掲げる事項について、必要に応じ、

関係行政機関の職員及び学識経験者の意見を徴するものとする。

(1) 殉職についての国の責任の有無及び程度の判断に関すること。

(2) 損害賠償の額の算定に関すること。

(3) その他前２号に関連する事項に関すること。

３ 第１項の損害賠償実施のための賠償額の算定基準及び手続については、防衛省の損

害賠償に関する訓令（昭和３９年防衛庁内訓第５号）の規定を準用する。

４ この通達に基づく損害賠償は、昭和５１年１月１日以降発生の事故について適用す

る。


